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③活動を開始する 〜県と事務局による活動開始のフロー 
 

災害派遣福祉チーム 派遣の⾒極めと実⾏ 
岩手県災害福祉広域支援推進機構 

 
 
災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン  
平時  3.(3)平時における災害福祉支援ネットワークの活動内容（P4） 
「次の事項について協議し、業務フローを決めておくこと」 

①チーム組成の方法、災害時のチームの活動内容等 

②チームの派遣決定及び情報収集の方法 

③災害時における構成員の役割分担 

④災害時における本部体制の構築 

⑤費用負担 

⑥保健医療関係者との連携 

⑦チーム員に対する研修・訓練 

⑧受援体制の構築 

⑨住⺠に対する広報・啓発 
災害時  4(1)本部の機能・役割（P7） 
【本部の役割】 

①本部の設置 

②チームの派遣要否の検討 

③チームの派遣決定 

④活動計画の策定 

⑤チームの活動支援 

⑥チームの派遣終了の決定 

⑦活動終了後の振り返り等 

  

資料 3-3① 
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（別添） 

災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン 

（※事務局が関係個所のみ抜粋・下線） 

 

１．各都道府県における災害福祉支援ネットワーク構築の目的について 

 

２．各都道府県におけるネットワーク主管部局の選定について 

 

３．平時におけるネットワーク事務局の設置等について 

（１）ネットワーク事務局の設置 

 

（２）ネットワークの構成員 

 

（３）平時における災害福祉支援ネットワークの活動内容 

事務局は、構成員の出席の下、ネットワーク会議を開催し、災害発生時に

円滑な活動が行えるよう、次に掲げる内容について協議を行い、業務フロー

を整理しておくこと。 

なお、ネットワークの活動内容の検討に当たっては、関係団体等が行って

いる既存の取組を事前に把握し、ネットワークの活動と、これらの取組の役

割分担・連携が十分に図られるようにすること。 

① チームの組成の方法、災害時のチームの活動内容等 

    ネットワークに参画する社会福祉施設等関係団体等と連携し、チームを

構成する人員の推薦を募り、これらをチーム登録者名簿として整理してお

くこと。 

    この際、チームの組成に当たっては、災害時要配慮者の多様な福祉ニー

ズに対応する必要があることから、性別及び社会福祉士等の相談援助職や

介護福祉士等の介護職等の職種構成のバランスにも配慮するとともに、チ

ームの派遣が複数回に亘る可能性があることを踏まえ、４～６名のチーム

を複数編成できるようにしておくほか、派遣先に対してどのような順番で

チームを派遣するか等についても併せて検討しておくこと。 

また、チームの派遣時期は、災害発生後の初期段階（救命救急が完了す
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るなど、チームが活動する上での安全が確認された時点）から概ね１カ月

間程度までを、１チーム当たりの派遣期間は、派遣元施設等の負担も考慮

し、５日間程度を目安に、具体的な取扱いについて定めておくこと。 

    なお、チームの名称については、本通知において「災害派遣福祉チーム」

を正式名称とするが、これとは別に、地域住民に親しみやすい呼称やその

役割を理解しやすい呼称を設定することも考えられること。 

    さらに、土日・夜間を含め、チーム登録者への連絡体制を整備しておく

こと。 

    このほか、社会福祉法人については、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45

号）第 24 条第２項に基づき、「地域における公益的な取組」を実施する責

務が課されていることから、当該取組の一環として、ネットワークに積極

的に関与し、チームへの人員の登録とともに、事務局への協力、災害時の

チーム員の派遣を通じた支援活動等を積極的に行うことが期待されるこ

と。 

  ② チームの派遣決定及び情報収集の方法 

    チームの派遣の可否に係る意思決定の主体や方法を整理しておくこと。 

また、チームの派遣の可否を判断するためには、まずは災害による被害

の規模や災害時要配慮者のニーズ、一般避難所及び福祉避難所の設置状況

等の実情を把握することが必要であることから、それらの情報収集の内

容・方法についても整理しておくこと。 

  ③ 災害時における構成員の役割分担 

    チームの円滑な活動のため、災害発生時に、ネットワークに参画する構

成員に求める役割や協力の内容等について、整理しておくこと。 

  ④ 災害時における本部体制の構築 

    災害発生時において、情報の集約及びチームの派遣調整、指揮命令等を

行う「ネットワーク本部」（以下「本部」という。）の体制の在り方を検討

しておくこと。 

    この際、事務局をそのまま本部へと改組することも考えられるが、災害

の規模によっては事務処理に支障が生ずるおそれもあることから、あらか

じめ構成員との協定の締結等により、災害発生時に必要な人員体制を適切
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に確保できるようにしておくなど、本部の体制強化の方法についても併せ

て検討しておくこと。 

  ⑤ 費用負担 

チームの派遣に当たっては、チーム員の活動に係る旅費・宿泊費等の費

用が発生することから、当該費用負担の在り方について検討しておくこと。 

なお、「災害救助法」（昭和 22 年法律第 118 号）が適用される災害の場合

には、同法に基づく避難所の設置経費として災害救助費の対象となる場合

も考えられるので、都道府県防災担当部局とも事前に十分に相談しておく

こと。 

  ⑥ 保健医療関係者との連携 

    チームの活動が円滑となるよう、災害時派遣医療チーム（DMAT）や保健

師チーム、災害派遣精神医療チーム（DPAT）等との情報共有の方法、連携

の内容等について、検討しておくこと。 

  ⑦ チーム員に対する研修・訓練 

    災害時において求められる心構えや行動、多様な福祉ニーズへの応用的

な対応等チームの活動内容について、一定以上の水準を確保する観点から、

研修・訓練の実施に努めること。 

  ⑧ 受援体制の構築 

    自らが被災した場合に備え、他の地域のチームや、福祉以外の関連領域

の専門職、NPO、ボランティア等の民間団体等による多様な支援活動が円

滑に受け入れられるよう、②により収集した情報に基づき、活動場所に係

る情報提供や団体間の活動内容の調整を行うなど、必要な受援体制の在り

方について検討しておくこと。 

  ⑨ 住民に対する広報・啓発 

    住民に対し、チームの活動内容について周知を図るとともに、一般避難

所及び福祉避難所の指定状況や所在、これらの機能の相違点等についても、

併せて周知を図ること。 

    また、災害時の協力関係の醸成、活動環境の整備を図るためには、地域

の防災訓練へのチームの参加等、地域とチームとが共に活動する機会を確

保することが重要であること。 
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４．災害発生時における活動内容等について 

（１）本部の機能・役割 

① 本部の設置 

主管部局は、一定期間、避難所の設置の継続を要する規模の災害が発生

した場合、事務局と調整し、速やかに本部を立ち上げること。 

また、都道府県災害対策本部や市区町村災害対策本部、関係団体等から

の情報収集又は本部及びチームの人員による現地視察等により、被害の規

模や一般避難所及び福祉避難所の設置状況、災害時要配慮者に対する支援

の実施状況、物資供給の状況等について情報収集を行うこと。 

  ② チームの派遣要否の検討 

本部は、ネットワーク会議の招集などにより、構成員との間で収集した

情報を共有し、必要に応じ被災市区町村とも連絡・調整の上、チーム派遣

の要否について検討を行うこと。 

その結果、チーム派遣の可能性がある場合には、チーム員に待機を指示

すること。 

なお、ネットワーク会議の開催に当たって、構成員の招集が困難な場合

には、電子メールその他の多様なネットワークサービス等の活用により、

臨機応変に対応すること。 

  ③ チームの派遣決定 

本部は、被災市区町村からの依頼又は本部が把握した情報に基づき、チ

ームの派遣の必要性が認められた場合、把握した情報等を元に、派遣対象

となる一般避難所のリストを作成するとともに、当該一般避難所ごとに、

派遣するチームのリスト、各チームの派遣可能期間等を取りまとめ、あら

かじめ定められた手順に従って派遣を決定し、派遣に向けた調整を行うこ

と。 

④ 活動計画の策定 

    本部は、チームの派遣決定を行う場合には、現地視察等により、被災地

域の実情を把握するチーム員等の協力を得て、派遣回数や派遣先、活動内

容等に関する活動計画を策定し、ネットワークの構成員間で共有すること。 

なお、活動計画の策定に当たっては、被災地域の自立性を損なうことの
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ないよう、派遣の終了段階において、チームから被災地域における社会資

源による活動への橋渡しが円滑に行われることを目標とすること。 

また、活動計画の内容は、チームからの活動の実施状況についての報告

を受け、必要に応じて見直しを行うこと。 

  ⑤ チームの活動支援 

本部は、チームの活動期間中、チームに対する必要な指揮命令を行うと

ともに、必要な情報及び物資の提供、都道府県災害対策本部等との調整そ

の他の後方支援を行うこと。 

⑥ チームの派遣終了の決定 

本部は、派遣したチームからの報告や地域の社会資源の復旧の状況、関

係団体の活動状況等を勘案し、被災市区町村及び一般避難所の管理者等と

協議の上、チームの派遣終了を決定すること。 

なお、派遣終了に当たっては、被災地域の自立性を尊重する観点から、

当該地域における社会資源による活動への橋渡しが円滑に行われるよう、

配慮すること。 

  ⑦ 活動終了後の振り返り等 

本部又は事務局は、チームの活動終了後、派遣されたチーム員を招集し、

活動の振り返りを行うとともに、そこでの成果や課題を他のチーム員やネ

ットワークの構成員等の間で共有すること。 

 

（２）チームの活動内容 

 

５．市区町村の責務について 

６．その他の留意事項について 

（１）保健医療分野を含めた一体的な支援体制の整備等 

（２）広域的な災害の場合の取扱い 

（３）被災した社会福祉施設等の事業継続 

ることも有効であること。 

（４）「災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業」の活用 

（５）「災害時の福祉支援の在り方と標準化に関する調査研究事業報告書」の参照 
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岩手県DWAT「岩手県災害派遣福祉チーム活動マニュアル【活動編】ver.2(平成30 年3 月版)」  
 

「機構本部（県）・事務局（県社協）の活動」（P17） 

 平 時 災害時 キーワード 

機構本部 
（県） 

(1) 広域的な要配慮者の支援、チー
ムの派遣調整 

(3)市町村、関係機関、関係団体との
協⼒連携体制を構築 

(1)情報収集・情報提供 
(2)被災自治体の関係機関（災対本

部）との連絡調整 
(3)チーム派遣の要否の判断、チーム

の設置、派遣等の指示・要請 

判断・承認 
全体調整 

(2) チーム活動に関する周知、啓発  周知・啓発 
(4)費用負担に係る調整 (4)費用負担に係る調整 費用負担 

 (5)その他（⾞両通⾏証・優先給油
所手配等） 

許可等 

機構 
事務局 
(県社協) 

(1)チーム員の募集 
(2)チーム員の研修の実施 
(3)チーム員の登録 

(1)チームの編成 
(2)チームの派遣の手続き 

 

チーム員の確保・育成 
活動計画 

 (3)関係機関との連絡調整等 活動環境調整 
(現地・ネットワーク団体) 

(4)資機材の管理  資材管理 
 (4)その他（活動に即した⾒直し等） 活動継続 

 

「3.機構の組織体制 ②大規模災害発生時の体制」（P9） 

 

資料 3-3② 
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岩手県災害派遣福祉チーム派遣要件について（案） 

岩手県災害福祉広域支援推進機構（災害派遣福祉チーム検討部会） 

 

１ 派遣要件について 

  「岩手県災害派遣福祉チーム設置運営要領第４第１項（活動基準）」では、「災害救助法が適

用され又は適用される可能性があると認められる規模の災害（大規模災害）が発生した場合で

あって、市町村からの要請や被害状況等を総合的に勘案し、県が派遣する必要があると認める

ときに活動するもの」とされており、派遣の判断にあたり具体的な要件について定めるもの。 

 

２ 派遣の前提条件 

(1)  チームは発災後できる限り早期に派遣されることを想定しているが、派遣の判断にあたっ

ては災害の状況や道路状況など被災地の安全性を確認した上で、チーム員の安全が確保さ

れると判断される場合に派遣を行う。 

(2)  災害が継続し、急迫した救命・救助が実施されているなど、被災地での安全が確保されな

い場合には派遣は行わない。 

 

３ 県が派遣する必要があると認めるとき（派遣要件）  

要件 理由等 

(1) 災害救助法の適用

があること 

ア 同法が適用される規模の災害が発生した場合、被災地では甚大

な被害が発生し、外部からの支援を必要とする状況と考えられる

ことから、派遣の判断にあたり最も重要な事項であること。 

イ 同法適用は迅速さを重視し、生命等への危害の恐れに着目して

発災直後に適用される例が多いことから、適用の有無を判断基準

とした場合であっても、迅速なチーム派遣を阻害する恐れは無い

と思料されること。 

(2) 市町村からの要請

又は了解があること 

チームが活動するためには、被災市町村や医療保健関係者等との

連携が不可欠であり、被災市町村の理解を得られていることが必要

であること。 

(3) 一定規模の避難所

が設置され、避難の長期

化が想定されること 

大規模な避難所（１箇所あたり概ね 100 名程度）、或いは複数の

避難所が設置され、住家被害等の状況から避難の長期化が見込まれ

る状況であること。 

(4) 医療・保健に係る支

援チームの活動が見込

まれること 

 

災害時における避難所等への支援にあたっては、医療班や保健師

の応援派遣システムが確立しており、特に保健師への応援派遣要請

がある場合は、避難所等における被災者支援について応援を必要と

している状況であることから、福祉チームの活動も必要と考えられ

ること。 

(5) 福祉関係者や保健

師等現地関係者が支援

を必要としていること 

避難所での支援活動は、福祉関係者や保健師など現地の支援関係

者との連携が重要であることから、福祉チームの活動について、こ

うした現地関係者の理解が得られている必要があること。 

(6) 先遣調査により派

遣の必要性が認められ

ること 

上記(1)～(4)の要件に該当する場合、被災地に本部・事務局及びチ

ーム員等による先遣調査班を派遣し、派遣の必要性及び派遣規模等

について判断すること。 

(7) 被害状況から特に

派遣の必要性が認めら

れること 

台風第 10 号災害では、施設入所者等の緊急搬送にあたり、中継

地点での介助支援を行ったことから、今後の災害においても、緊急

時の活動について想定しておくものであること。 

資料 3-3③ 
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４ 派遣の判断 

チーム派遣の要件としては、原則として、３の派遣要件のうち、(1)～(5)の要件を満たす場

合に派遣を行うこととし、(6)の先遣調査により派遣規模等を含め具体的な判断を行うものと

する。 

  なお、災害状況等に応じ緊急の対応を求められた場合は、(7)の要件に基づき、県本部（地

域福祉課）及び事務局（県社協）で協議の上、派遣の要否について総合的に判断する。 

 

５ 県外派遣について 

  県外派遣については、前項の要件のほか、以下の事項に該当する場合に、県本部（地域福祉

課）及び事務局（県社協）で協議の上、派遣の要否について総合的に判断する。 

(1)  災害救助法の適用範囲が全県或いは複数市町村であるなど、被害が大規模かつ広範囲であ

ること。 

(2)  被災都道府県から派遣の要請又は了解があること。 

(3)  大規模な避難所が複数設置され、避難の長期化が見込まれること。 

(4)  本県から医療・保健に係る支援チームの派遣が見込まれること。 

 

 

【参考】平成 28 年熊本地震及び平成 28 年台風第 10 号災害の状況 

 熊本地震 台風第 10 号災害 

〇安全確保  4/29 先遣調査により熊本県益城

町の状況を確認 

 9/1～2 先遣調査により岩泉町の

状況を確認 

(1)災害救助法  4/14 熊本県全市町村に災害救助

法適用 

 5/2 特定非常災害に指定 

 8/30 県内 12 市町村に災害救助法

適用 

(2)市町村要請・了

解 

 4/25 熊本県から本県へ応援要請  9/1 岩泉町との協議によりチーム

派遣を決定 

(3)避難所設置  熊本県内 25 市町村に 250 箇所以

上の避難所が設置され、益城町で

は数百名規模の避難所が複数設

置 

 岩泉町では指定避難所が 6 箇所設

置され、100 名規模の避難所が複

数設置 

(4)福祉関係者・保

健師等 

 4/30 先遣調査班が避難所の保健

師（岡山市）と協議し、連携して

活動することを確認 

 福祉専門職が不在 

 9/1 先遣調査班が避難所の保健師

（県・町）と協議し、連携して活

動することを確認 

 福祉専門職が不在 

(5)医療保健チー

ム 

 本県 DMAT、医療救護班、感染制

御支援チーム、精神医療チームが

熊本県へ派遣 

 本県 DMAT、医療救護班、感染制

御支援チーム、精神医療チーム、

県保健師等が岩泉町へ派遣 

(6)先遣調査  4/29 先遣調査により益城町への

派遣の必要性や派遣規模につい

て確認 

 9/1～2 先遣調査により岩泉町へ

の派遣の必要性や派遣規模につ

いて確認 

 

以 上 
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平成 28 年台風第 10 号災害における岩手県災害派遣福祉チームの動き 

 

日時等 内容 

８月 30 日 

11：30 

12：04 

 夜 

 

 台風第 10 号接近に備え、県と県社協で今後の連絡調整や派遣対応等を打合せ 

 県社協は全チーム員に対し、派遣に備えるようメール送信 

【台風第 10 号災害発災】 

８月 31 日 

9：30 

 

 

 

 

20：00 

 

 県災害対策本部から避難所設置状況を確認。設置が確認された市町村のうち、特

に被害が大きいと予想される市町村の状況確認を開始（市町村への連絡、県社協

による市町村社協からの情報収集等） 

 県と県社協で協議し、町社協の情報から 700 名程度の避難者がいる岩泉町に対

し、事務局とチーム員による先遣隊を派遣することを決定（9/1 派遣） 

【県内 12 市町村に対し、災害救助法適用（適用日 8/30）】 

９月１日 

  7：00 

 14：20 

 

 

 

 21：05 

 

 岩泉町に先遣隊を派遣（チーム員１名、事務局員１名、計２名） 

 県から岩泉町保健福祉課へチーム先遣隊を派遣した旨連絡 

 直後に先遣隊が同課を訪問し、チーム派遣について説明。同課では支援が得られ

るのであれば有難いとの反応 

 先遣隊による町内避難所の現地調査を実施（保健師と顔合わせ） 

 先遣隊（県社協）から調査結果の連絡を受け、県は岩泉町へのチーム派遣を決定 

９月２日 

  

 

 先遣隊（事務局のみ）による岩泉町内の避難所調査を継続 

 事務局（県社協）によるチーム第１班編成、派遣準備 

９月３日 

  7：30 

  8：00 

  9：40 

 

 

 チーム第１班、事務局集合（ふれあいランド岩手） 

 オリエンテーション、車両への機材積み込み 

 チーム第１班出発 

 

 

【参考】 

 内閣府への協議については、災害救助法による救助内容、救助期間（保健師や DMAT、医療

救護班等の活動内容や活動期間）の協議と併せ、災害派遣福祉チームの活動内容等について

書面報告し、同日、チーム活動の全てを救助費対象として認める旨回答を得たもの（回答は

口頭による）。 

※ 災害救助費は、救助の内容に応じて救助期間が定まっていることから、救助の内容とそ

の救助期間の延長について、必要に応じて内閣府に協議して承認を得ており、当時も発災後

から延長協議を繰り返していたもの。 

（救助期間の例）避難所設置：７日以内、食品・飲料水の供給：７日以内、医療：14 日以内 

 

資料 3-3④ 
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令和元年度 厚生労働省社会福祉推進事業 災害派遣福祉チームの育成に関する調査研究 

災害福祉広域支援ネットワーク構築セミナー 参加者アンケート 
Ⅰ.あなたのご所属についてうかがいます。該当するものに☑をお願いします。（以下、同じ）。 
問 1. あなたのご所属を教えてください。（１つ選択） 

□ 都道府県の担当者 □ 都道府県の事務局等 □ その他（    ） 

Ⅱ.本日のセミナーについてうかがいます。 
問 2. セミナーのプログラム全体について、どのように感じましたか。（１つ選択） 

□ 参考になった □ 参考にならなかった □ どちらともいえない 

問３. 「都道府県のネットワーク体制と人材・組織マネジメントについて」 （１つ選択） 

□ 参考になった □ 参考にならなかった □ どちらともいえない 

問 4. 「機動力のあるネットワーク体制・人材をつくる」 part1.平成30年豪雨災害時の活動自治体に学ぶ（１つ選択） 

□ 参考になった □ 参考にならなかった □ どちらともいえない 

問 5. 「機動力のあるネットワーク体制・人材をつくる」 part2.ネットワーク構成団体と共に体制・人材をつくるには（１つ選択） 

□ 参考になった □ 参考にならなかった □ どちらともいえない 

問 6. 本日のセミナーでの気づき・感想等があれば、教えてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 7. 現在、体制構築・推進に取り組んでいる上での問題点や課題等があれば教えてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 8. セミナーの内容についてご意見・ご要望等がございましたら、教えてください。（感想でも結構です） 
 
 
 
 
 
 
 
 
アンケートは以上です。ご協力いただき誠にありがとうございました。ご記入いただいたアンケートは、お机において退席ください。 
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